
甲府盆地の南西、今昔幾つもの文化と社会を育んできた富士川の左岸に位置する市川三郷町。 

御坂山系の懐にいだかれ、清流芦川の流れる渓谷や神秘的な四尾連湖をはじめとした雄大な自然が、 

色鮮やかに季節を刻みます。そのなかで、市川三郷町は、特色ある伝統文化が生き続ける土壌とその核とな

る人のためのまちづくりに取り組んでいます。 

無限の可能性を秘めた子ども達の為に確かな情報をキャッチし、ここから始まる「学ぶまち」。 

積極的な住民参加と思いやりで実現するやすらぎの故郷、ほっとできる「暮らしやすいまち」。 

  豊かな自然と伝統に育まれた素晴らしさ生きがいを持ちながら、いつまでも「楽しむまち」。 

「やすらぎづくり、日本一の暮らしやすさを目指して」を基本方針に、「きらりと光る」誇れるまちを実現

するため、寄附を通じて 

「ふるさと納税制度」は皆さんがふるさとに対し、貢献したい、応援したいという気持ちを寄附金のかた

ちで実現できる制度です。 

個人が地方公共団体に対して２千円を超える寄附を行った場合に、２千円を超える分は一定の限度まで個

人住民税と所得税の中から控除されます。（控除される額には上限があります） 

■学校図書館の図書充実事業

■大門碑林書道展の開催

■学校施設整備事業  など

■コミュニティバスの運行事業

■子育て支援医療費助成事業

■環境保全整備事業  など

市川三郷町長おまかせ 

メニューとして町のための 

様々な事業に活用させて 

いただきます 

     寄附金活用メニュー ふるさと納税 

制度について ふるさと納税 

お寄せいただいた寄附金は、次の４つのメニューの各事業に活用させていただきます。 

学ぶまちづくり 暮らしやすいまちづくり 楽しむまちづくり 町長におまかせ 

■神明の花火大会の開催

■ふるさとまつりの開催

■町のPR事業 など

市川三郷町を応援してください。

また、確定申告が不要な給与所得者等が、より簡易に税控除を受けられる「ふるさと納税ワンストップ

特例制度」がスタートしました。 



お申込みの流れ ふるさと納税 

寄附者へのお礼の品 ふるさと納税 

市川三郷町に1万円以上のふるさと納税をしていただいた方に、感謝の気持ちを込めて寄付金額に

応じた特産品を贈呈します。申込みの際に、『お礼の品カタログ』の中から寄付金額に応じてご希

望の品をお選びいただけます。 

お問合わせ先（申込先） ふるさと納税 

市川三郷町役場 企画課ふるさと納税係 

〒409-3601山梨県西八代郡市川三郷町市川大門1790-3 

TEL: 055-272-1103        FAX: 055-272-2525 

E-mail: kikaku@town.ichikawamisato.lg.jp 

町ホームページ: http://www.town.ichikawamisato.yamanashi.jp 

寄
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居住市町村 

市川三郷町 

所在地の 

所轄税務署 

連

①寄附の申込

(郵便/FAX/メール/電子申請) 

④受領書発行

③納付

②納付書、振込取扱票を送付

⑤確定申告

⑥所得税の還付

⑦住民税の税額控除

(控除後の税額で住民税が課税) 

連絡 

寄
附
者 

①寄附の申込

(郵便/Fax/メール/電子申請) 

②納付書、振込取扱票を送付

居住市町村 

市川三郷町 

連

④受領書発行、特例申請書送付

③納付

⑤特例申請書の提出

(翌年1月10日までに提出) 

⑦住民税の税額控除

(控除後の税額で住民税が課税) 

連絡 

ワンストップ特例制度を使う方 確定申告をおこなう方 

◆「寄附申込書」によるお申込み 

◆ ふるさとチョイスからのお申込み 

ふるさとチョイスからの申込みに限り、クレジット決済をご利用いただけます。 

ふるさとチョイス http://www.furusato-tax.jp/japan/prefecture/19346 


